
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

訓

令

○
福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、

福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

及
び
福
島
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
五
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
福
島
県
部
等
設
置
条
例
」
を
「
福
島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
部
等
の
部
長
（
直

轄
理
事
を
含
む
。
）
」
を
「
部
の
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
福
島
県
部
等
設
置
条
例
」
を
「
福

島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
部
等
の
」
を
「
部
の
」
に
改
め
、
「
（
知
事
公
室
長
を
含
む
。
）
」
を
削

り
、
同
条
第
三
号
中
「
知
事
直
轄
知
事
公
室
広
報
課
長
、
」
を
削
り
、
「
総
務
部
財
務
総
室
総
務
課
長
」

の
下
に
「
、
危
機
管
理
部
危
機
管
理
総
室
危
機
管
理
課
長
」
を
加
え
る
。

第
百
十
四
条
の
表
中
「
部
等
」
を
「
部
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

児
童
福
祉
施
設
等
（
第
百
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
で
あ
つ
て
県
が
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
福
島
県
児
童
相
談
所
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
児
童
相
談
所
、
福
島
県
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
公
立
学

校
に
お
け
る
給
食
の
放
射
性
物
質
検
査
に
係
る
試
料

第
百
八
十
二
条
中
「
に
お
い
て
は
、
」
を
「
に
お
け
る
」
に
、
「
を
、
休
日
等
を
除
き
、
毎
日
午
前

九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
の
間
取
り
扱
う
」
を
「
の
取
扱
時
間
は
、
当
該
金
融
機
関
の
定
め
る
営
業
時

間
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
除
染
作

業
業
務
委
託
契
約
」
の
下
に
「
又
は
森
林
整
備
業
務
委
託
契
約
」
を
加
え
、
同
項
第
十
七
号
を
同
項
第

十
八
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

応
急
仮
設
住
宅
撤
去
業
務
の
契
約
締
結
後
に
当
該
撤
去
業
務
に
係
る
契
約
金
額
を
変
更
す
る

場
合
に
お
い
て
、
変
更
後
の
契
約
金
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
が
既
に
納
付
さ
れ
た
契
約

保
証
金
の
額
の
二
倍
未
満
の
額
で
あ
り
、
か
つ
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
履
行
し
な
い
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
二
百
六
十
七
条
の
二
中
「
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
加
え

る
。

「
福
島
県
立
ふ
た
ば
未
来
学
園
高
等
学
校

別
表
第
一
中
「
福
島
県
立
相
馬
高
等
学
校
」
を

に
改
め

福
島
県
立
相
馬
高
等
学
校

」

る
。別

表
第
六
知
事
直
轄
の
項
を
削
り
、
同
表
総
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

危
機
管
理
部

危
機
管
理
総
室

危
機
管
理
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員
及
び
物
品
取

扱
員

別
表
第
六
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
現
金
出
納
員
」
を
「
現
金
取
扱
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
福
島
県
原
子
力
等
立
地
地
域
振
興
事
務
所
の
項
か
ら
福
島
県
消
防
学
校
の
項
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

所
長

物
品
出
納
員

福
島
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー

次
長

物
品
出
納
員

福
島
県
消
防
学
校

副
校
長

物
品
出
納
員

福
島
県
原
子
力
等
立
地
地
域
振
興
事
務
所

次
長

物
品
出
納
員

福
島
県
環
境
セ
ン
タ
ー

企
画
管
理
課
長

物
品
出
納
員

別
表
第
七
福
島
県
立
双
葉
翔
陽
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
立
ふ
た
ば
未
来
学
園
高
等
学
校

事
務
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

別
表
第
八
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
立
い
わ
き
養
護
学
校
く
ぼ
た
校

分
校
長

現
金
取
扱
員
及
び
物
品
取
扱
員

───────────────────────────────────────────────────────────
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
入
札
監
理
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
福
島
県
部
等
設
置
条
例
」
を
「
福
島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
規
定
す
る
部
等
」

を
「
規
定
す
る
部
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
掲
げ
る
総
室
」
を
「
掲
げ
る
総
室
等
」
に
改
め
、
「
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
の
下
に
「
、
こ
ど
も
未
来
局
」
を
加
え
、
「
総
合
安
全
管
理
室
」
を
「
危
機
管
理
室
」

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同

条
第
七
項
」
に
改
め
、
「
、
行
政
組
織
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
合
安
全
管
理
課
」
を
削
り
、

同
条
第
七
号
中
「
部
長
（
直
轄
理
事
を
含
む
。
）
」
を
「
長
」
に
、
「
第
二
十
二
条
の
二
」
を
「
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
、
部
次
長
（
県
民
安
全
担
当
）
」
、
「
、
部
次
長

（
原
子
力
損
害
対
策
担
当
）
」
及
び
「
、
部
次
長
（
自
立
支
援
担
当
）
」
を
削
り
、
「
、
部
次
長
（
建

築
担
当
）
、
総
合
安
全
管
理
室
長
」
を
「
及
び
部
次
長
（
建
築
担
当
）
並
び
に
危
機
管
理
室
長
」
に
改

め
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
総
室
（
」
の
下
に
「
危
機
管
理
室
及
び
」
を
加
え
、
「
総
合
安
全
管
理
室
に
あ
っ

て
は
総
合
安
全
管
理
課
、
」
を
削
り
、
「
文
化
振
興
課
」
の
下
に
「
、
こ
ど
も
未
来
局
に
あ
っ
て
は
こ

ど
も
・
青
少
年
政
策
課
」
を
、
「
副
課
長
を
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
室
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
室
長

が
指
定
す
る
者
を
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
課
に
、
」
の
下
に
「
危
機
管
理
室
及
び
」
を
加
え
、

同
条
第
七
項
中
「
課
長
が
指
定
す
る
者
を
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
室
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
室
長
が

指
定
す
る
者
を
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
ウ
中
「
直
轄
理
事
に
あ
っ
て
は
知
事
公
室
」
を
「
危
機
管
理
監
に
あ
っ
て
は

危
機
管
理
総
室
」
に
改
め
、
「
財
務
総
室
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
部
長
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
総
室
」

を
加
え
、
「
、
安
全
管
理
監
に
あ
っ
て
は
総
合
安
全
管
理
室
」
を
削
り
、
「
に
あ
っ
て
は
原
子
力
損
害

対
策
総
室
、
子
育
て
支
援
担
当
理
事
に
あ
っ
て
は
自
立
支
援
総
室
、
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
あ
っ

て
は
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
の
下
に
「
、
こ
ど
も
未
来
局
長
に
あ
っ
て
は
こ
ど
も
未
来
局
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
副
課
長
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
室
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
室
長
が
指

定
す
る
者
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
企
画
推
進
室
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
危
機
管
理
室
に
あ
っ
て
は
危
機

管
理
室
長
、
企
画
推
進
室
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
知
事
直
轄
の
項
を
削
り
、
同
表
総
務
部
の
項
中
「
財
務
総
室
（
財
）
」
を
「
知
事
公
室

（
知
）

財
務
総
室
（
財
）
」
に
改
め
、
同
表
総
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

危
機
管
理
部

危
機
管
理
室
（
危
）

危
機
管
理
総
室
（
危
管
）

別
表
第
一
生
活
環
境
部
の
項
中
「
生
活
環
境
総
室
（
生
環
）

県
民
安
全
総
室
（
県
安
）
」
を
「
生

活
環
境
総
室
（
生
環
）
」
に
、
「
環
境
保
全
総
室
（
環
保
）

原
子
力
損
害
対
策
総
室
（
原
）
」
を
「
環

境
保
全
総
室
（
環
保
）
」
に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
自
立
支
援
総
室
（
自
）

健
康
衛
生

総
室
（
健
）
」
を
「
健
康
衛
生
総
室
（
健
）

こ
ど
も
未
来
局
（
こ
）
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

出
納
局
（
出
）

別
表
第
二
総
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

危
機
管
理
部

福
島
県
消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
（
消
航
）

福
島
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
（
原
セ
）

福
島
県
原

子
力
セ
ン
タ
ー
福
島
支
所
（
原
セ
福
）

福
島
県
消
防
学
校
（
消
学
）

別
表
第
二
生
活
環
境
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

生
活
環
境
部

福
島
県
環
境
セ
ン
タ
ー
（
環
セ
）

別
表
第
二
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
女
相
）
」
を
「
福
島
県
女

性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
女
相
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
に
出
納
局
（
出
）

の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
「
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
女

相
）
」
を
「
福
島
県
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
女
相
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
七
号

福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
有
財
産
規
則
（
平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
福
島
県
部
等
設
置
条
例
」
を
「
福
島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
規
定
す
る
部
等
」

を
「
規
定
す
る
部
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
知
事
直
轄
に
あ
っ
て
は
知
事
公
室
広
報
課
、
」
を
削

り
、
「
財
務
総
室
総
務
課
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
部
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
総
室
危
機
管
理
課
」
を

加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
（
直
轄
理
事
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
福
島
県
部
等
設
置

条
例
」
を
「
福
島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
規
定
す
る
部
等
」
を
「
規
定
す
る
部
」
に
改
め
、
「
（
知

事
公
室
長
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
三
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
五
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
産
管
理
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
八
号

福
島
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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す
る
。

別
表
知
事
部
局
（
企
業
局
及
び
病
院
局
並
び
に
出
先
機
関
を
含
む
。
）
の
項
中
「
知
事
公
室
長
、
政

策
監
」
を
「
政
策
監
、
知
事
公
室
長
」
に
、
「
（
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
（
避
難
地
域
復
興
局
、
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
、
こ
ど
も
未
来
局
」
に
、
「
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
避
難
地
域
復
興
局
長
、
文
化

ス
ポ
ー
ツ
局
長
、
こ
ど
も
未
来
局
長
」
に
、
「
、
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
、
出
先
機
関
」
を

「
又
は
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
設
管
理
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
九
号

福
島
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
規
則
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

内

閣

府

文
部
科
学
省

第
一
条
中
「
平
成
十
八
年

令
第
三
号
」
を
「
平
成
二
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
号
」

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

に
、
「
と
い
う
。
）
及
び
」
を
「
と
い
う
。
）
、
」
に
、
「
に
定
め
る
」
を
「
及
び
福
島
県
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第

百
号
。
以
下
「
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
申
請
書
）
」

に
改
め
、
同
条
中
「
認
定
こ
ど
も
園
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請

書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
と
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
届
出
書
等
）

第
三
条

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

省
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
認
定
こ
ど
も
園
変
更
届
出
書
（
様

式
第
三
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
六
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
幼
保
連
携

施
設
」
を
「
連
携
施
設
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
、
「
認
定
こ
ど
も
園
運
営
状
況

報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
」

を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
号
」
に
、

「
事
項
と
」
を
「
事
項
又
は
基
準
条
例
に
定
め
る
基
準
に
係
る
事
項
と
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第

七
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
書
類
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ

れ
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
た
申
請
書
等
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
生
活
環
境
部
県
民
安
全
総
室
消
防
保
安
課
長
」
を
「
危
機
管
理
部
危
機

管
理
総
室
消
防
保
安
課
長
」
に
、
「
福
島
県
直
轄
理
事
印

方
二
三

総
務
部
文
書

15

管
財
総
室
文
書
法
務
課
長
」
を
「
福
島
県
危
機
管
理
監
印

方
二
三

危
機
管
理
部
危

15

機
管
理
総
室
危
機
管
理
課
長
」
に
、
「

の
２

同

同
」
を
「

の
２

同

総
務

15

15

部
文
書
管
財
総
室
文
書
法
務
課
長
」
に
改
め
、
「
福
島
県
安
全
管
理
監
印

の
４

同

15

知
事
直
轄
総
合
安
全
管
理
室
総
合
安
全
管
理

を
削
り
、
「

の
５

同

総
務
部
文
書
管
財

15

課
長

」

総
室
文
書
法
務
課
長
」
を
「

の
５

同

同
」
に
、
「
福
島
県
課
長
印

15

18
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「
福
島
県
風
評
・
風
化
対
策

の
８

同

17

方
二
一

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文
書
法
務
課
長
」
を

監
印

福
島
県
課
長
印

方

18

総
務
部
知
事
公
室
広
報
課
長

に
改
め
る
。

二
一

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文
書
法
務
課
長
」

第
十
条
中
「
直
轄
理
事
、
安
全
管
理
監
」
を
「
危
機
管
理
監
」
に
改
め
、
「
、
子
育
て
支
援
担
当
理

事
」
を
削
り
、
「
観
光
交
流
局
長
、
総
合
安
全
管
理
室
長
、
知
事
公
室
長
」
を
「
こ
ど
も
未
来
局
長
、

観
光
交
流
局
長
、
危
機
管
理
室
長
」
に
改
め
、
「
政
策
監
」
の
下
に
「
、
知
事
公
室
長
、
風
評
・
風
化

対
策
監
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
公
印
印
刷
願
」
を
「
公
印
印
影
印
刷
願
」
に
改
め
る
。

「

「

「

県
理
印

県
管
印

３

県

印

４

県
管
印

別
表
第
一
中

島
轄
之

を

島
機
監

に
、

の

島

長

の

島
全
監

15

15

福
直
事

福
危
理

福

局

福
安
理

15

15

」

」

」

「

「

「

県
能

印

県
能

印

県
化
印

ー

ー

３

県

印

７

７

８

監

監

ギ

ギ

風

可

可

監

進

進

を

の

島

長

に
、

の
島

ル

を

の
島

ル

の

島
・

に
改
め
る
。

推

推

生

生

策

ネ

ネ

評

５

７

業

７

業

７

福

局

１

１

１

１

福
再
エ
産

福
再
エ
産

福
風
対

」

」

」

「

生
活
環
境
部
生
活
環

別
表
第
三
中

支
出
負
担
行
為
担
当
官
福
島
県
生
活
環
境
部
長
印

活
環
境
総
務
課
長

「

危
機
管
理
部
危
機
管

支
出
負
担
行
為
担
当
官
福
島
県
危
機
管
理
部
長
印

境
総
室
生

機
管
理
課
長

を
」

生
活
環
境
部
生
活
環

支
出
負
担
行
為
担
当
官
福
島
県
生
活
環
境
部
長
印

活
環
境
総
務
課
長

理
総
室
危

に
改
め
る
。

境
総
室
生

」

「

第
八
号
様
式
中

公
印

印
刷

願

「
を

公
印

印
影

印
刷

願

に

」

」

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
訓
令
第
十
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
出
納
局
長

第
八
条
第
二
項
の
表
中
「
直
轄
理
事
」
を
「
危
機
管
理
監
」
に
、

を
「
出
納
局
長
」

安
全
管
理
監
」

「
子
育
て
支
援
担
当
理
事

「
避
難
地
域
復
興
局
長

に
、

避
難
地
域
復
興
局
長

を

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長

に
改
め
、
同
表
備
考
一
中
「
総
合
安
全

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長

」

こ
ど
も
未
来
局
長

」

管
理
室
長
、
知
事
公
室
長
」
を
「
危
機
管
理
室
長
」
に
改
め
、
「
政
策
監
」
の
下
に
「
、
知
事
公
室
長
、

風
評
・
風
化
対
策
監
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）


